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告 示

�愛媛県告示第１３７６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３７７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、

施術機関を次のように指定した。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３７８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

ウエルシア薬局 四国中央
中曽根店

四国中央市中曽根町字生
吉１６７６番地 令和３年１０月１１日

コスモス薬局 東温店 東温市野田二丁目１０４－
１ 令和３年１１月１日

清 水 さ ざ ん 薬 局 今治市四村１０２－１ 令和３年１１月１日

にこにこ薬局 大町店 西条市大町６４３番地２ 令和３年１１月１日

施術機関の氏名 施術機関の住所 指定年月日

� 津 綾 乃 今治市北日吉町一丁目１－５ 令和３年１０月６日

毎週（火・金）曜日発行 第２６６号 令和３年１２月１０日

令和３年１２月１０日金曜日 第２６６号
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�愛媛県告示第１３７９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において

準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関を次のように

廃止した旨の届出があった。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、指定医療機関（指定訪問看護事業者等）から主たる事務所の所在地及び

指定訪問看護事業等を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

コスモス薬局中曽根店 四国中央市中曽根町１６７８
番８号 令和３年１０月９日

にこにこ薬局 大町店 西条市大町６４３番地２ 令和３年１０月３１日
介護機関の名称 介護機関の所在地 廃止年月日

松 風 病 院 四国中央市土居町入野９７
０番地 令和３年９月３０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社メディシス 松山市高野町甲１番地１ 庄内調剤薬局 新居浜市庄内町一丁目１４番３５
号 令和３年２月１日

株式会社ラ・マル 西条市三芳１０４７番地１ 訪問看護ステーション空 西条市三芳１０４７番地１ 令和３年１０月１９日

有限会社 アポトライ 南宇和郡愛南町城辺甲２４６３－
２ なんぐん薬局 南宇和郡愛南町城辺甲２４６３－

２ 令和３年１１月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社メディシス 松山市高野町甲１番地１ 庄内調剤薬局 新居浜市庄内町一丁目１４番３５
号 令和３年２月１日

株式会社ラ・マル 西条市三芳１０４７番地１ 訪問看護ステーション空 西条市三芳１０４７番地１ 令和３年１０月１９日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社 履継会

（変更後）
伊予郡砥部町高尾田８９２番地
２ 訪問看護リハステーションＣ

ＯＲＥ

（変更後）
伊予郡砥部町高尾田８９２番地
２

令和３年４月２８日
（変更前）
伊予郡砥部町高尾田８６６番地
７

（変更前）
伊予郡砥部町高尾田８６６番地
７
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�愛媛県告示第１３８７号
クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第８条の２第１項の

規定により、次のとおりクリーニング師の資質の向上を図るための

研修を指定した。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 研修の名称

�愛媛県告示第１３８３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から主たる事務所の所在地及び居宅介護事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から主たる事務所の所在地及び介護予防事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社 履継会

（変更後）
伊予郡砥部町高尾田８９２番地
２ 訪問看護リハステーションＣ

ＯＲＥ

（変更後）
伊予郡砥部町高尾田８９２番地
２

令和３年４月２８日
（変更前）
伊予郡砥部町高尾田８６６番地
７

（変更前）
伊予郡砥部町高尾田８６６番地
７

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社 履継会

（変更後）
伊予郡砥部町高尾田８９２番地
２ 訪問看護リハステーションＣ

ＯＲＥ

（変更後）
伊予郡砥部町高尾田８９２番地
２

令和３年４月２８日
（変更前）
伊予郡砥部町高尾田８６６番地
７

（変更前）
伊予郡砥部町高尾田８６６番地
７

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人誓生会 四国中央市土居町入野９７０番
地 松風病院 四国中央市土居町入野９７０番

地 令和３年９月３０日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人誓生会 四国中央市土居町入野９７０番
地 松風病院 四国中央市土居町入野９７０番

地 令和３年９月３０日
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クリーニング師研修

２ 主催者

東京都港区新橋６丁目８番２号

公益財団法人全国生活衛生営業指導センター

理事長 田中 秀樹

３ 集合して行う研修の開催日及び場所

開 催 日 場 所

令和４年１月２３日（日） 松山市山越町４５０番地
愛媛県男女共同参画センター

４ 受講料

５，０００円

�������
�愛媛県告示第１３８８号
クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第８条の３の規定に

より、次のとおりクリーニング所又は無店舗取次店の業務に関する

知識の修得及び技能の向上を図るための講習を指定した。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 講習の名称

クリーニング業務従事者講習

２ 主催者

東京都港区新橋６丁目８番２号

公益財団法人全国生活衛生営業指導センター

理事長 田中 秀樹

３ 集合して行う講習の開催日及び場所

開 催 日 場 所

令和４年１月２３日（日） 松山市山越町４５０番地
愛媛県男女共同参画センター

４ 受講料

４，５００円
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�愛媛県告示第１３９０号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２５条の規定により告示する。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局農林水産振興部今治支局水産課管内）

今治加入区

（中予地方局農林水産振興部水産課管内）

中島加入区

�������
�愛媛県告示第１３９１号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成２９年１２月愛媛県告示第１２６３号）による保険

に付すべき義務は、令和３年１２月９日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２５

条の規定により告示する。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局農林水産振興部今治支局水産課管内）

今治加入区

�������
�愛媛県告示第１３９２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通知があった。

�愛媛県告示第１３８９号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第３条第１項の規定に基づき、育種母樹林を次のように指定する。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定
番号

指 定
年月日

指定採取源
の 種 別 樹種 所 在 場 所 本数 面積

所 有 者 等

氏名又は
名 称 住 所

７ 令和３年
１２月１０日 育種母樹林 スギ・ヒ

ノキ

東温市則之内字惠雲甲２７０８番、甲２７０９番、
甲２７１０番、甲２７１１番１、甲２７１２番１、甲
２７１３番１、甲２７２１番、甲２７２３番２、甲２７
２５番、甲２７２６番、甲２７２８番、字城谷丙６０
５番１、丙６０５番２、丙６０７番５

２７５本 ０．５８� 愛媛県 松山市一番町四丁目４の２

８ 令和３年
１２月１０日 育種母樹林 スギ・ヒ

ノキ 喜多郡内子町五百木４０４番１ ６２７本 ０．３５� 愛媛県 松山市一番町四丁目４の２

９ 令和３年
１２月１０日 育種母樹林 スギ・ヒ

ノキ 東温市田窪字門田６９０番１ ６６８本 ０．２６� 愛媛県 松山市一番町四丁目４の２

１０ 令和３年
１２月１０日 育種母樹林 スギ 宇和島市津島町御内３７２番 ４００本 ０．１２� 愛媛県 松山市一番町四丁目４の２

１１ 令和３年
１２月１０日 育種母樹林 スギ 上浮穴郡�万高原町菅生２番耕地４１７番、

３番耕地５０４番４９、３番耕地５０４番５０ １０１８本 ０．２３� 愛媛県 松山市一番町四丁目４の２
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令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（空中写真撮影・オルソ作成）

２ 作業期間 令和３年５月２４日から

令和３年１１月２日まで

３ 作業地域 松山市、伊予市、�万高原町、砥部町、内子町

�������
�愛媛県告示第１３９３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通知があった。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（オルソ作成）

２ 作業期間 令和３年５月２４日から

令和３年１１月２日まで

３ 作業地域 四国中央市

�������
�愛媛県告示第１３９４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定に基づ

き、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

愛南都市計画道路

１・５・１ 一本松内海線

２ 都市計画を定める土地の区域

南宇和郡愛南町小山、中川、満倉、城辺甲、城辺乙、御荘長月、

御荘平城、御荘和口、御荘長洲、御荘平山、御荘菊川、柏の各一

部

�������
�愛媛県告示第１３９５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定に基づ

き、次の都市計画を決定した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

愛南都市計画道路

３・６・２ 城辺インター連絡線

２ 都市計画を定める土地の区域

南宇和郡愛南町城辺甲の一部

�������
�愛媛県告示第１３９６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次の都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

南予レクリエーション都市計画公
園
５・８．７第７号南予レクリエー
ション都市公園

愛南都市計画公園
５・６・７第７号南予レクリエー
ション都市公園

２ 都市計画を定める土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 南宇和郡愛南町御荘平城の一部

�������
�愛媛県告示第１３９７号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県四国中央保健所

及び四国中央市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供す

る。

令和３年１２月１０日

愛媛県四国中央保健所長 岡 田 克 俊

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

丸住製紙株式会社

四国中央市川之江町８２６番地

代表取締役社長 星川 知之

２ 事業場の名称及び所在地

丸住製紙株式会社大江工場

四国中央市川之江町４０８５番地

３ 特定施設に関する事項

� 大江４号抄紙機（新設）

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２３号チ 抄紙施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１００トン

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 令和４年１月４日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和５年３月３１日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和５年４月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５

最大 ６．０～７．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６７

最大 ７５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２８０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ６．０
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４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工業排水口 �������
�愛媛県告示第１３９８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

今治市土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があった。

令和３年１２月１０日

愛媛県東予地方局長 末 永 洋 一

退 任

�愛媛県告示第１３９９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

令和３年１２月１０日

愛媛県中予地方局長 � 橋 敏 彦

�愛媛県告示第１４００号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和３年１２月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 上 和 則 今治市東村２丁目１番２５号

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．００２

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３８，５００

最大 １３８，５００

備考 この他に、雨水及び清水排水口が１箇所、清水排水口が１箇所、生活
及び雨水排水口が２箇所、雨水排水口が１３箇所ある。

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 ０．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６，０００

最大 ６，０００

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０

最大 ５．８～８．３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５６．５

最大 ７０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８

最大 ３５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １７

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１５００５４９ 合同会社 ＡＮＮＥＩ 愛媛県東温市南方２０７１
－５ 渡 部 史 紀 就労継続支援

（Ａ型）
就労支援事業所 Ａｉ
－Ｗｏｒｋ

愛媛県東温市南方２０７１
－５

令和３年
１１月３０日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－３０）第１８２１９号 平成３０年
１２月２６日 伊予農産� 山内 栄 松山市鴨川１－８－５ 令和３年

１１月５日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２９）第１１４７４号 平成２９年
４月１１日 �マスモト空調 増本 義治 松山市南土居町２４１－２ 令和３年

１１月８日 板金工事業 建設業の廃止

（般－２）第１００４７号 令和３年
１月１３日 高松建設� 高松 俊三 松山市北条辻１１３６－１３ 令和３年

１１月２５日

土木工事業、建築工事業
大工工事業
とび・土工工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般－２９）第１３８１５号 平成２９年
８月２８日 �寺尾建設 寺尾 潤一 松山市和泉南１－１１－３３ 令和３年

１１月２９日 建築工事業 建設業の廃止
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正 誤

�������
�愛媛県告示第１４０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

城川町魚成土地改良区の定款の変更を認可した。

令和３年１２月１０日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

�正 誤

令和３年１１月２日付け第２５５号外１愛媛県選挙管理委員会告示第

８９号（衆議院小選挙区選出議員選挙における当選人）中

�������
�正 誤

令和３年１１月１９日付け第２６０号愛媛県選挙管理委員会告示第９０号

（政治団体の設立の届出）中

�������
�正 誤

令和３年１１月１９日付け第２６０号愛媛県選挙管理委員会告示第９１号

（政治団体の届出事項の異動の届出）中

令和３年１２月１０日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

�愛媛県告示第１４０２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

令和３年１２月１０日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

合同会社介護ムラナカ ヘルパーステーション キネマ 愛媛県大洲市新谷乙５２７番地２ 令和３年１０月１日 訪問介護

新愛商事株式会社 ウェルフェア大洲 愛媛県大洲市中村字西畦８５３番地１ 令和３年１０月３１日 特定施設入居者生
活介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

新愛商事株式会社 ウェルフェア大洲 愛媛県大洲市中村字西畦８５３番地１ 令和３年１０月３１日 介護予防特定施設
入居者生活介護

ページ 箇 所 誤 正

１ 告示番号 �愛媛県選挙管理委員
会告示第８９号

�愛媛県選挙管理委員
会告示第８８号

ページ 箇 所 誤 正

１３１３ 告示番号 �愛媛県選挙管理委員
会告示第９０号

�愛媛県選挙管理委員
会告示第８９号

ページ 箇 所 誤 正

１３１３ 告示番号 �愛媛県選挙管理委員
会告示第９１号

�愛媛県選挙管理委員
会告示第９０号

令和３年１２月１０日 発行


